
埼玉県いちご輸出基礎調査事業業務委託
質問への回答

質問項目 質問内容 回　答

募集要項６（１）（カ）
見積書

企画提案書の記載内容に、（カ）委託料の見積書も記載
するのでしょうか。それとも別紙で提出するのでしょう
か。

委託料の内容が確認できるようであれば企画提案書への記載、別紙での提出ど
ちらでも問題ありません。

仕様書２（１）①
ターゲット国の
分析・選定

県として既に保有している県産いちごの輸出関連データ
（輸出実績、既存バイヤーリスト等）があれば、乙に共
有いただけますか。

県が保有する輸出関連データについては、関係者と協議のうえ、可能な範囲で
提供させていただきます。

企画提案の段階で分析・選定するのではなく、企画提案
書には、分析・選定方法を提案すると理解してよろしい
ですか。
又は、企画提案の段階で、２か国以上選定し、理由を含
めて提案するのかどちらでしょうか。

企画提案書では、ターゲット国の分析・選定方法を提案していただき、本事業
の実施によりターゲット国を２か国以上提案いただくものです。

「かおりん」の栽培農家に関してのリスト等情報はいた
だけますか。

栽培農家に関する情報は、必要に応じて県から提供する予定です。

仕様書には「２か国以上」とありますが、上限や希望地
域（アジア限定か欧米も対象か）について県の意向はあ
りますか。

２か国以上の選定にあたって、地域が異なっても問題は
ないでしょうか。

必ず含めるべき国、地域があれば教示方のほど、お願い
いたします。

ターゲット国は２か国以上とありますが、重点２か国に
絞って深掘りし、他国を参考比較として整理する構成で
もよいですか。

ご質問の構成でも問題ありません。

「価格設定」との文言がありますが、これは現地
業者に引き渡す際の価格設定を指すのでしょう
か。それとも、現地で販売される際の価格を推測
すればよいでしょうか。

本事業における「価格設定」は、現地業者への引渡価格や現地小売価格、生産
者の手取りを含めた輸出に関わる価格設定全般を対象とする想定としていま
す。

仕様書２（１）②
他産地の輸出事例

「広く収集」とは、ヒアリング調査（他県農業試験場・
JA・商社等への訪問）まで期待していますか。文献・
ウェブ調査でもよいですか。

ヒアリング調査を想定しております。

他産地の輸出事例について、いちご以外の青果物等の輸
出事例も含めて整理することは差し支えないか、ご教示
いただけますでしょうか。

他の青果物等を含めていただいて差し支えございませんが、いちごを中心に整
理いただき、いちご以外の青果物の場合は輸出形態がいちごに近いものを考慮
していただきますようお願いします。

県として、必ず含めるべき地域、希望する地域は定めておりませんので、今回
の事業で最適なターゲット国・地域を２か国以上（地域が異なって問題ありま
せん）選定してください。



埼玉県いちご輸出基礎調査事業業務委託
質問への回答

質問項目 質問内容 回　答

仕様書２（１）③
輸出促進施策の提案

令和９年度以降の施策提言において、県が特に重視する
観点は何ですか。

最終目標は、いちごを含めた県産農産物の輸出額の増加としております。その
ため、輸出に取り組む生産者の増加と定着、県産いちごのブランド力を活かし
た差別化を重要な観点と考えております。あわせて、本県の生産体制や関係者
連携の実情を踏まえた、実行可能な事業提案であることを求めています。

仕様書２（１）④
テスト輸出

テスト輸出について、県が想定する実施回数・品種数・
規模感はありますか。

テスト輸出は、「あまりん」、「かおりん」、「べにた
ま」の３品種すべてを、各国向けで実施する理解でよい
ですか。

テスト輸出に使用するいちごの調達量について、県とし
て想定する規模感はありますか。

テスト輸出の実施時期について、県として想定する収穫
時期・品種の出荷時期との整合で留意点はありますか。

テスト輸出につきまして、需要が見込める輸出先国２カ
国以上の実施を想定していますでしょうか。こちらは輸
送のみで販売までは想定していないでしょうか。

ターゲット国へのテスト輸出が望ましいですが、品種の最適な輸送方法や日持
ちについて検証ができるのであれば、必ずしもターゲット国に限定するもので
はありません。なお、テスト輸出は販売までを想定しておりますが、時期に
よって販売が難しいようであれば輸送のみで問題ありません。
なお、ターゲット国・地域以外へのテスト輸送を行う場合は、可能な限りター
ゲット国・地域と同等の物流体制（コールドチェーン含む）であることが望ま
しいです。

テスト輸出後の試食提供、テスト販売、簡易アンケート
等は仕様書の想定範囲に含まれますか。

含まれます。

テスト輸出に用いる生産者・生産者団体について、県か
ら候補先の紹介を受けられますか。

生産者・生産者団体との調整は乙が単独で行うのか、県
が事前に関係構築を行っているのかどちらでしょうか。

テスト輸出にかかる商品代・輸送費等の費用について
は、受託者が委託料の範囲内で負担することを想定して
いますか。それとも、生産者または生産者団体からサン
プルとして無償提供を受けることを前提としています
か。

テスト輸出にかかる費用は、サンプルの準備も含め、すべて受託者が負担する
ことを想定しています。サンプルは生産者（団体）から受託者が購入していた
だく予定です。

県育成品種については各品種原則１回以上のテスト輸出をしていただく想定で
す。ただし、品種特性や収穫量などの条件により、そもそも輸出に適さないと
いう結果が出た場合は、テスト輸出は不要とします。県育成品種以外について
は、ある程度品種をまとめた形で代表的な品種について、テスト輸出をしてい
ただく想定ですが、最終的には県と協議のうえ決定をお願いします。時期につ
いては、実際の輸出を見据えて、輸出を行う最適な時期に実施してください。
想定している規模感はありませんので、テスト輸出のケーススタディにあた
り、分析に必要だと判断される量を行っていただければ問題ありません。

県が生産者に事業の趣旨を説明し、賛同が得られた方を紹介する予定ですが、
その後の調整を含めた諸手続きは受託者に行っていただきます。
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仕様書２（２）
マニュアル作成

公開版と限定配布版のマニュアルについて、県が想定す
る内容差があれば教えてください。

公開版は、いちごの輸出に取り組む方のすそ野拡大に資するため、輸出の全体
像や基本事項を理解してもらうような分かりやすい内容を想定しています。限
定版は、実際に輸出に取り組む、または検討段階にある生産者に向け、より実
務的に踏み込んだ内容を提供することを目的としています。

生産者による輸出の実施形態について
仕様書において、「ブランド力の維持、出荷調整、品質
管理、バイヤーとの交渉の心得」等の記載があることか
ら、生産者が海外バイヤー等と直接取引を行う輸出モデ
ルを一定程度想定されているものと理解しております。
その前提のもと、本マニュアルは当該のような生産者主
体の輸出モデルを主たる対象として整理する想定でしょ
うか。
あるいは、国内輸出商社および現地輸入商社（ディスト
リビューター）を経由した一般的な輸出モデルも含めた
形での整理を想定されているか、ご教示ください。

生産者主体の輸出、商社経由の輸出どちらの形態にも対応した内容のマニュア
ル作成をお願いします。
ただし、国内各産地の輸出動態を勘案した上で内容の比重に傾斜をかけてマ
ニュアルに反映していただいても構いません。

「生産規模に応じた内容」の想定について、想定されて
いる規模区分（例：小規模生産者／大規模経営体、出荷
量別 等）や対象とする生産者像について、現時点での
お考えがございましたらご教示ください。

小規模から大規模まで、未経験から輸出に大規模に取り組んいる方まで幅広い
生産者を対象としたいと考えております。

「生産規模」 とありますが、これは全体収穫量を指し
て生産規模と言うのでしょうか。その場合、小規模事業
者、中規模事業者など、生産量による基準を教示方のほ
ど、お願いいたします。

輸出量に限定せず、全体収穫量を指します。明確な基準はありませんが、いち
ごの栽培面積が1,000㎡以下を小規模、5,000㎡以上を大規模と考えておりま
す。

「広く公表するもの」と「限定配布するもの」の２パ
ターンについて、想定ページ数・形式（冊子、PDF等）
の目安はありますか。

想定ページ数はありません。電子データ（ワード、エクセル、パワーポイント
のいずれか）で提出をお願いします。

仕様書５（１）
中間報告

令和８年９月１８日の中間報告において、テスト輸出・
輸送試験を除く「主要な内容」の完成度として県が求め
る水準（たたき台レベルか、ほぼ完成形か）を教えてく
ださい。

中間報告については、主として令和９年度以降の施策の検討（仕様書２（１）
③に記載）に活用することを想定しているため、完成形である必要はなく、た
たき台レベルでも差し支えありません。
ただし、テスト輸出・輸送試験を除く主要な内容については、検討結果や方向
性が分かる水準での報告をお願いします。
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仕様書５（２）
最終報告

仕様書上指示がありませんが、マニュアルの製本や製本
向けのデータ編集などは不要との認識でよろしいでしょ
うか。

電子データ（ワード、エクセル、パワーポイントのいずれか）で提出をお願い
します。製本や製本に向けたデータ編集は不要です。

仕様書９（１）
海外渡航費

海外渡航費は委託金額内とあるが、現地視察・バイヤー
へのヒアリング等の渡航を県は期待していますか。それ
とも国内調査・オンライン調査で代替可能と解釈してい
ますか。

海外バイヤーや現地市場等の情報収集方法は限定しておりませんので、必ずし
も現地への渡航を行っていただくものではありません。


